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江東区学校安全の推進にかかる基本方針 

 

１ はじめに 

児童・生徒等が安心して学校生活をおくるためには、学校における安全確保が保障さ

れていなければならない。そのためにも、教育委員会が率先して児童生徒等が安心して

充実した学校生活を送ることができる教育環境を整備する必要がある。 

この基本方針は、安全な教育環境を整備する上での具体的な取組を示すものであり、

区、教育委員会、学校、保護者、地域、関係機関がそれぞれの立場で役割を果たし、連

携して取り組んでいくことで学校安全の向上の実現を目指すものである。 

教育委員会では、平成２９年３月に閣議決定された「第２次学校安全の推進に関する

計画」を受け、平成３０年３月、学校保健安全法第３条第３項に基づいた「江東区学校

安全の推進にかかる基本方針」を策定した。その後、令和４年３月に「第３次学校安全

の推進に関する計画」が閣議決定されたことを受け、本基本方針の改定版を策定する。 

 

２ 策定の背景 

（１）国の動き 

平成２９年３月に「第２次学校安全の推進に関する計画」を策定した。 

また、平成２５年以降、文部科学省、国土交通省、警察庁が連携して通学路交通安全

の強化に取り組んでいる。 

令和４年３月に「第３次学校安全の推進に関する計画」を策定した。 

（２）東京都の動き 

平成２７年１月「安全安心TOKYO戦略」により通学路の安全確保対策の強化を示し、

通学路防犯カメラの設置補助事業を実施している。 

平成２７年９月「東京都安全・安心まちづくり条例」を改正し、「学校等における児童

等の安全確保に関する指針」を策定した。 

令和４年３月、安全教育の実践的資料として東京都安全教育プログラムを改訂した。 

（３）社会情勢 

  令和３年６月千葉県八街市での小学生死傷事故が発生。江東区においても過去に児童 

の死亡事故が発生するなど、児童の安全対策において、より一層の取り組みが求められ 
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ている。また、近い将来に発生が懸念されている首都直下地震や南海トラフ巨大地震、 

激甚化・頻発化する豪雨、台風などの計り知れない自然災害のリスクに直面している。 

さらに、新型コロナウイルスやＳＮＳの利用による犯罪、幼児のバス置き去りなど、 

こどもの安全を脅かす様々な事案も次々と顕在化している。 

 

３ 基本方針概要 

（１）目  的  区立学校（園）における安全に係る取組を統一的かつ効果的に推進す

るため方針を定める。 

（２）期  間  令和４年度から令和８年度（５年間） 

（３）位置づけ  学校保健安全法第３条第３項に定める「地方公共団体は国が講ずる前

項の措置に準じた措置を講ずる」の措置として位置づける。 

 

 

 

 

 

 

４ 学校安全を推進する施策 

 （１）組織的取組の推進 

①教職員を中心とした組織的な学校安全対策の推進【庶務課・指導室】 

   学校(園)長は学校安全を学校経営に明確に位置づけるとともに、学校における

人的体制の整備として、学校安全の中核を担う教職員の位置づけを明確化する。    

さらに組織的な学校安全対策への取組として、学校安全計画及び危機管理マニ

ュアルの理解と役割分担を明確にし、学校安全計画に基づく取組を進めていける

よう体制を整える。 

なお通学路の安全確保のため児童通学案内等業務従事者を適切に配置するとと

もに、保護者の見守り活動を体系的に取り組んでいく。 

②学校安全計画の策定および危機管理マニュアルの作成【庶務課・指導室】 

学校は、施設設備の安全点検、安全指導、教職員の研修等の視点を盛り込んだ

※区の計画との関わり 江東区長期計画（後期） 

 ↓ 

教育推進プラン・江東（第 2 期） 

 ↓ 

江東区学校安全の推進にかかる基本方針 
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学校安全計画を策定し、計画に沿って学校安全に取り組んでいく。 

安全計画は、東京都教育委員会が全教員に配付をしている「安全教育プログラ

ム」を参考に、各学校の実情に合わせて全体計画と指導計画を作成する。（別紙参

照） 

また、安全計画を効果的に実現するために、学校評議員会等を利用して PDCA

サイクルを確立するよう努める。 

※スケジュール例…４月 安全計画の作成 

５月～翌年１月 計画の実施 

翌年２月～３月 学校評議員会等の評価 

なお、危機管理マニュアルとして学校防災マニュアル及び学校安全カルテとと

もに作成された防犯マニュアルを活用し、各学校の実態に合わせ、必要に応じて

毎年更新を行っていく。 

③教職員の研修等の推進【指導室・学務課】 

教職員が、体育・運動部活動における事故防止のための適切な指導方法に関す

る研修や危機管理マニュアル等に基づく実践的な訓練等を、積極的に受講できる

よう取り組み、学校安全に関する研修や訓練の充実を図る。 

 

（２）地域社会・家庭との連携の充実 

①地域社会との連携の推進【指導室・地域教育課・青少年課・防災課】 

学校は保護者や地域住民も参加した安全教育を進めるため、青少年対策地区委

員会やＰＴＡ、学校評議員会、地域学校協働本部等の機能を活かして取り組んで

いく。 

大規模な災害が発生した場合、一定期間、避難所運営への協力も必要になるこ

とから、学校避難所運営協力本部連絡会を活用し、区の防災担当や地域住民等と

連携して避難所運営の方策について検討・整備を行っていく。 

②緊急情報の共有【庶務課・指導室・地域教育課】 

不審者や災害等の緊急情報については、緊急時一斉連絡システム等を活用して

保護者に情報提供を図りながら、保護者と協力して学校安全の向上に取り組んで

いく。 
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  ③関係機関との連携による安全対策推進【庶務課・指導室・地域教育課・交通対策課】 

通学路の安全確保については、「江東区通学路交通安全プログラム」に基づき、

毎年夏休みの時期を利用して各学校が保護者の協力のもと点検を行い、対策検討

箇所について、道路管理者、交通管理者、防犯関係者、教育委員会事務局及び学

校関係者等の関係機関とそれぞれ協力して対策を講じ、安全な通行を確保するた

めの道路交通環境を整備する。 

（３）安全教育の充実方策 

①系統的な安全教育の推進【指導室】 

各学校において、各教科等の安全に関する内容について横断的なつながりの整

理に努め、安全教育を系統立てた教育課程の編成および安全教育に係る時間確保

について検討する。また、安全教育の効果的な実施に向け、在り方について、取

り組んでいく。 

②効果的な教育手法の普及と充実【指導室・危機管理課・防災課・交通対策課】 

防災教育においては、防災訓練の他、危機回避能力等の育成につながる実践的

な安全学習が有効であるので、各学校で積極的に取り入れていく。 

法令で決まっている火災避難訓練だけでなく、地震避難、洪水等避難、不審者

避難といった様々なシチュエーションを想定して取り組んでいく。防災ノート「東

京防災」や区の最新のハザードマップ等を防災教育教材として活用していく。 

また、理科では、使用薬品の管理及び廃棄についても適切な措置をとるよう配

慮する。 

自転車安全教育では、自転車教習やスタントマンを活用した自転車安全教室（ス

ケアードストレイト）などの交通安全教室において自転車の交通ルールを学び、

自転車による被害事故や加害事故をなくす取組を行う。生活安全教育では、地域

防犯マップ作りなどに取り組んでいく。 

③現代的課題への対応【指導室・学務課】 

児童・生徒等をインターネット上の有害情報から守り、情報モラルを育成する

ために、ＳＮＳに起因する犯罪や、性犯罪、性暴力等への対策については、各学

校において、各教科等における指導内容との関連を意識しながら、安全教育を整

理した教育課程の編成を検討する。 
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また、学校におけるデジタル化が進展していく中で、ランサムウェアによる被

害等を未然に防止するため、学校におけるサイバーセキュリティの確保について

も取り組んでいく。 

さらに、各種ＳＮＳルール（東京ルール、江東ルール、学校ルール、家庭ルー

ル）や、ＳＮＳ東京ノートを推進していく。 

新型コロナウイルス感染症対策とマスク着用による熱中症リスクについては、

国や東京都の対策を注視しつつ、各学校において、「江東区新型コロナウイルス感

染症対策と学校運営に関するガイドライン」等を踏まえ、熱中症予防の観点から

のマスク着用に関する考え方について、適切な情報提供に努める。 

（４）学校施設・設備の整備充実 

①安全点検の実施【学校施設課】 

学校施設の安全点検は、事故の要因に対する気づきや学校内での問題意識の共

有など、学校独自で行うものに加えて、学校施設課で行う標準的な施設・設備点

検、専門業者による点検の機会も活かしながら進めていく。 

②学校施設の安全対策【学校施設課・防災課】 

学校は非常災害時には地域住民の避難所ともなることから、学校施設の安全性

の確保に努め、構造の耐震化だけでなく想定される洪水等対策や老朽化対策を講

じていく。また、学校施設の洋式トイレ、バリアフリー化、自家発電設備等の防

災機能の整備を推進していく。 

③不審者対策の推進【庶務課・指導室】 

学校は、不審者の侵入防止策として、出入管理を徹底（※１）し、防犯用品を

使った防犯訓練（※２）を行うよう努める。 

※１ 日中は常時校門を閉鎖する。出入り口となる校門は１か所（義務教育学

校については前期課程・後期課程で各１か所）として、管理機器による適

切な出入り管理を行い、出入り口からの不審者の侵入を防ぐ。 

※２ 不審者が侵入した場合は、教職員は連絡機器や防犯用品を使い、児童生

徒等の安全を確保する。 

  ④学校管理下における事故対応への取組【庶務課・指導室】 

     学校は教職員に対して文部科学省が策定した「学校事故対応に関する指針」等
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の周知に努め、学校管理下における事故等が発生した際に適切な対応が行えるよ

う取り組むとともに、発生原因の究明や安全対策の検証、児童生徒等に対する心

のケアや保護者への十分な説明、再発防止策を講じられるよう取り組んでいく。   

また、学校管理下の事故等の未然防止や被害軽減のため、こどもの視点や意見

も踏まえつつ、重大事故につながり得るヒヤリハット事例の情報共有や、校内研

修や訓練等に取り組んでいく。 

 



学校の現状等

各学年の指導方針

学校安全計画

安全教育に関する法令等 学校の教育目標

関係する教科等

安全教育の目標

目指す生徒像 育てようとする資質や能力及び態度

安全教育の目標を実現するための基本方針

安全学習及び安全指導の指導方針等
生活安全 交通安全 災害安全

安全管理との関連
生活や行動党の安全管理（対人管理） 学校環境（対物管理） 事件・事故や災害発生時の危機管理

教職員の校内研修 推進組織及び評価 家庭・地域・関係機関との連携





学校安全計画　年間指導計画

4月 5月 6月 7月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

日常

定期

教科等

日常

定期

教科等

日常

定期

教科等

日常

定期

教科等

日常

定期

教科等

日常

定期

教科等

日常

定期

教科等

日常

定期

教科等

日常

定期

教科等

日常

定期

教科等

日常

定期

教科等

日常

定期

教科等

保護者
地域との連携

教職員の研修等

３・４
年

Ⅰ
生活

Ⅱ
交通

Ⅲ
災害

５・６
年

Ⅰ
生活

Ⅱ
交通

Ⅲ
災害

各学
年共
通

Ⅰ
生活

Ⅱ
交通

Ⅲ
災害

１・２
年

Ⅰ
生活

Ⅱ
交通

Ⅲ
災害
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